【別添様式１】
テレビコマーシャルの詳細

　出稿したテレビコマーシャルについて、下表に詳細を御記載ください。
　※　記載欄が不足する場合、本様式を複写してください。
	(1) 放送エリア（※１）
	
	
	【記載例】
九州放送エリア

	(2) 放送局
	
	
	①　○○テレビ
②　××テレビ

	(3) 放送期間
	
	
	Ｒ８．４月～６月

	(4) 放送時間帯
	
	
	①　１３：００～１５：００
②　２２：００～２３：００

	(5) 放送総量／月
（１５秒＝１本換算）
	本 
	本 
	①　４０本
②　５０本

	(6) 貸付利率を表示する際の
文字サイズ・表示秒数
	級 
秒 
	　級 
秒 
	４０級
３．５秒

	(7) 遅延損害金（利率）を表示する
際の文字サイズ・表示秒数
	級 
秒 
	級 
秒 
	４０級
３．５秒

	(8) 貸金業法第１５条・同法施行規則
第１２条で定める事項（※２）を
表示する際、最も小さい文字サイズ
	級 
	級 
	２０級

	(9) 年齢制限を表示する際の
文字サイズ・表示秒数
	級 
秒 
	級 
秒 
	２０級
２．０秒

	(10)啓発文言を表示する際の
文字サイズ・表示秒数
	啓発文言  　　級  　　秒 
社名　　　　　級  　　秒 
その他　  　　級  　　秒 
	啓発文言  　　級  　　秒 
社名　　　　　級  　　秒 
その他　  　　級  　　秒 
	啓発文言 ２０級 ２．５秒 
社名　　 １５級 ２．５秒 
その他　 　８級 ２．５秒 



　※１　放送エリアについて、以下（１）～（６）に掲げる場合を除き、１道県を１放送エリアとします。
　　　(1) 関東放送エリア　１都６県（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県）
　　　(2) 近畿放送エリア　２府４県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県）
　　　(3) 東海放送エリア　３県　　（愛知県、岐阜県、三重県）
　　　(4) 九州放送エリア　２県　　（福岡県、佐賀県）
　　　(5) 鳥取・島根放送エリア　２県　　（鳥取県、島根県）
　　　(6) 岡山・香川放送エリア　２県　　（岡山県、香川県）

　※２　貸金業法第１５条・同法施行規則第１２条で定める事項
　　　(1) 貸金業者の商号・名称又は氏名、登録番号
　　　(2) 金銭の貸付（手形の割引、売渡担保を除く）に関する広告の場合、以下①～③の事項
①　返済の方式・期間、返済回数
　　　　②　賠償額（違約金を含む)の予定に関して定める場合、当該賠償額の元本に対する割合
　　　　　　（上記の年率を、百分率で少なくとも小数点以下一位まで表示したものに限る）
　　　　③　担保を供することが必要な場合、当該担保に関する事項
　　　(3) 金銭の貸借の媒介に関する広告の場合、媒介手数料の計算方法
　　　(4) 貸金業者登録簿に登録されたＵＲＬ又はメールアドレスを表示又は説明する場合、当該登録された電話番号

